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岐阜県エネルギー関連産業コンソーシアム 

ワーキンググループ活動支援補助金交付要綱 

 

（総則） 

第１条 この要綱は、岐阜県エネルギー関連産業コンソーシアム（以下「コンソーシアム」

という。）が、ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）に対して、予算の範囲内で補

助する「岐阜県エネルギー関連産業コンソーシアムワーキンググループ活動支援補助金（以

下「補助金」という。）」の交付の申請、交付の決定その他補助金の交付に関し、必要な事

項について定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる項目については、当該各号に定めるところに

よる。 
一 企業 法人格を有し、会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１号に規定された

民間会社 

二 大学・研究機関等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学、短期大学

及び高等専門学校及び県試験研究機関、その他公設試験研究機関等 

三 ＷＧ 企業・個人、大学・研究機関等から成る、２者以上で構成されるグループであ

り、次の要件を満たすもののうち、岐阜県エネルギー関連産業コンソーシアム理事長（以

下「理事長」という。）が本事業の実施主体として適当と認めたもの 

    イ 当該ＷＧの構成員の全てが、本コンソーシアムの特別会員若しくは正会員であるこ

と。 

ロ 当該ＷＧの代表者が、本コンソーシアムの企業会員であること。なお、当該ＷＧの

代表者は、事業実施に係る補助金交付の窓口となり、補助金の管理にあたって経理担

当者をあらかじめ定め、補助金に係る特別の会計を設けて本補助金の交付対象事業で

あることを明確にしていること。 

    ハ 当該ＷＧの活動目的が、本コンソーシアムの活動目的に沿うものであること。 

ニ 当該ＷＧの構成員には、県内に事業所等の活動拠点を有する企業会員又は大学・研

究機関会員を含むこと。 

 

（補助金の交付対象者等） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、前条に定めるＷＧとする。 

２ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、要件、補助率及び補

助限度額は別表１のとおりとする。 

３ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表２のとおりと

する。 

４ 既に国又は地方公共団体等からの補助金等（コンソーシアムによる他の補助金を含む。）

を受けている事業については、本補助金交付事業の対象としないものとする。 

 

（欠格事由） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象者となることができ
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ない。 

一 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。

次号において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

二 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

三 役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる名

称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業務を統括する

権 限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）を、法人以外の団体に

あっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、

個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。）が暴力団員であるなど、暴力

団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体（以下この条

において「法人等」という。） 

四 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又

は法人等 

五 役員等が、その属する法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日

から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利用している個人又は法人等 

六 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、

直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等 

七 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

を有している個人又は法人等 

八 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者である

ことを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これ

を利用している個人又は法人等 

 

（活動期間） 

第５条 ＷＧの活動期間については、次の各号のとおりとする。 

 一 別表１補助対象事業欄第一号に掲げる事業については、原則１年以内 

 二 別表１補助対象事業欄第二号に掲げる事業については、原則３年以内 

 三 別表１補助対象事業欄第三号及び四号に掲げる事業については、理事長が必要と認め

る期間 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付申請をしようとするＷＧの代表者（以下、「交付申請者」という。）は、

補助金交付申請書に必要な添付書類を添えて、別に定める期日までに、理事長に対し提出

しなければならない。 

２ 補助金の交付申請をしようとする事業の補助期間が１年を超える場合は、事業年度ごと

に補助金の交付申請を行うものとする。 
３ 交付申請者は、当該交付申請に当たって、当該補助金にかかる消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税
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の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額

して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 
 

（事業の着手時期） 

第７条 事業の着手時期は、原則として交付決定のあった日以降でなければならない。ただ

し、事業の性格上又はやむを得ない理由があると理事長が特に認めた場合はこの限りでな

い。 

２ 前項のただし書により、事業の事前着手を行おうとする交付申請者は、前条第１項の規

定により提出する交付申請書に、事前着手理由書を添付するものとする。 

 

（補助金申請の審査） 

第８条 理事長が必要と認めるときは、補助金申請の採択の適否について審査させるため、

審査会を設置することができる。 
２ 前項の規定により審査会を設置した場合において、理事長は、必要に応じ専門家及び関

係試験研究機関の意見を聴取し、審査会の審査に付するものとする。 
 
（補助金の交付決定） 

第９条 理事長は、第６条の規定により補助金の交付申請書の提出があったときは、理事会

にてその内容を審査し、補助金の交付の決定又は不交付の決定をするものとする。なお、

第８条第１項の規定による審査会に付した場合は審査の結果を尊重しなければならない。 
２ 理事長は、交付決定に際し補助金の適正な交付のため必要と認めるときは、補助金の交

付申請に係る事項について修正を加え、又は条件を付すことができる。 

３ 理事長は、前項の規定に基づき交付決定を行う場合、第６条第３項の規定により助成金

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたも

のは、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額を減額するものとする。 

４ 理事長は、第６条第３項ただし書きの規定による交付申請がなされたものは、助成金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、助成金の額の確定において減額

を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（決定の通知） 

第１０条 理事長は、補助金の交付の決定又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決

定の内容（条件を付した場合にあっては当該条件を含む。）を交付申請者に通知するものと

する。 

 

（申請の取下げ） 

第１１条 第９条の規定により補助金の交付決定を受けた交付申請者（以下「補助事業者」

という。）は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があるときは、交付

決定の日から２０日以内に申請の取下げをすることができるものとする。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はな
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かったものとみなす。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１２条 理事長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により、

特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はそ

の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。ただし、補

助対象事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

２ 理事長が、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の

各号のいずれかに該当する場合とする。 

 一 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助対象事業の全部

又は一部を継続する必要がなくなった場合 

 二 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業者が補助対象事業を遂行す

ることができない場合（補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。） 

３ 本条第１項の規定により、交付決定の取り消し等をした場合は、速やかにその決定の内

容（条件を付した場合にあっては当該条件を含む。）を補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業の遂行） 

第１３条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他本要綱に基

づく理事長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助対象事業を行わなければなら

ない。また、補助金の他の用途への使用をしてはならない。 

 

（補助対象事業の変更承認） 

第１４条 補助事業者は次に示す変更が生じる場合、理事長に報告し、理事長の承認もしく

は指示を受けるものとする。 

一 補助対象事業に要する経費の配分の変更（理事長の定める軽微な変更を除く。）をする

場合においては、理事長の承認を受けること。 

二 補助対象事業の内容の変更（理事長の定める軽微な変更を除く。）をする場合において

は、理事長の承認を受けること。 

三 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、理事長の承認を受けること。 

四 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となっ

た場合においては、速やかに理事長に報告してその指示を受けること。 

五 その他理事長が必要と認める事項 

２ 前項の規定による理事長の定める軽微な変更は、次のとおりとする。 

一 別表第１の補助対象経費の欄に掲げる経費のうち、各経費区分の交付決定額の２０パ

ーセント以内の配分の変更 

二 補助金の交付の目的又は補助対象事業の能率に影響を及ぼさない範囲の変更及び補助

対象事業の細部の変更 

 

（状況報告） 

第１５条 補助事業者は、補助対象事業の実施状況について、理事長が別に定める期日まで

に、補助対象事業遂行状況報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。 
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２ 理事長は、前項にかかわらず、必要に応じ補助対象事業の遂行状況について調査するこ

とができる。 
（補助対象事業の遂行等の命令） 

第１６条 理事長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助対象事業が補助金

の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その

者に対し、これらに従って当該補助対象事業を遂行すべきことを命ずることができるもの

とする。 
２ 理事長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助対象事

業の遂行の一時停止を命ずることができるものとする。 
３ 理事長は、前項の規定により、補助対象事業の遂行の一時停止を命ずる場合においては、

補助事業者が当該補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置

を理事長の指定する日までに執らないときは、第２２条第１項の規定により、当該補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消す旨を通知するものとする。 
 
（代表者等の変更届） 

第１７条 補助事業者が、代表者又は所在地等を変更したときは、直ちに代表者変更届又は

所在地変更届等を理事長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者が、合併等により事業を継承したときは、事業継承届を理事長に提出しなけ

ればならない。 

 

（実績報告） 

第１８条 補助事業者は、理事長の定めるところにより、補助対象事業が完了したとき（補

助対象事業の廃止又は中止の承認を受けたときを含む。）は、補助対象事業の成果を記載

した実績報告書に必要な書類を添えて理事長に報告しなければならない。 
２ 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了（補助対象事業の廃止又は中止の

承認を受けた場合を含む。）の日から起算して３０日を経過した日又は交付決定した年度

の２月末日のいずれか早い日とする。 

 なお、期日までに実績報告書を提出できない場合は、事業完了届に必要書類を添えて２

月末日までに提出するものとする。 
 

（補助金の額の確定等） 

第１９条 理事長は、補助対象事業の完了又は廃止に係る補助対象事業の成果の報告を受け

た場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その

報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合す

るものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定

し、補助事業者に対して通知するものとする。 

 

（是正のための措置） 

第２０条 理事長は、補助対象事業の完了又は廃止に係る補助対象事業の成果の報告を受け

た場合において、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれ

に付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助対象事業につき、これに適合させる
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ための措置を執るべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。 

２ 第１８条第１項の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助対象事業について準

用する。 

 

（補助金の交付） 

第２１条 補助金は、原則として、第１９条の規定により交付すべき補助金の額を確定した

のちに交付するものとする。ただし、理事長が特に必要があると認めるときは、補助金の

交付決定額の範囲内において、補助金の概算払いをすることができる。 
２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請

求書を理事長に提出しなければならない。 
 

（交付決定の取り消し） 

第２２条 理事長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助対象事業に関して

補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令又は本要綱に基づく理事長

の処分に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるもの

とする。 

２ 前項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後において

も適用があるものとする。 

３ 本条第１項の規定により、交付決定の取り消しをした場合は、速やかにその決定の内容

を補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第２３条 理事長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取

り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助

金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

２ 理事長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

３ 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金にかか

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに理事長に報告

しなければならない。 

４ 理事長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 
 
（暴力団の排除） 

第２４条 第６条の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が第４条の規定

に該当するときは、理事長は、その者に対して、補助金の交付をしないものとする。 

２ 理事長は、第９条の規定による交付決定をした後において、当該交付決定を受けた者が第

４条の規定に該当することが明らかになったときは、第 22条の規定により、補助金の交付

決定を取り消すものとする。 

３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、理事長は、第 23 条の規定に

より、補助金の返還を命ずるものとする。 
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（財産の管理及び処分の制限） 

第２５条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に

掲げる財産を、理事長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該

財産の耐用年数を勘案して理事長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。 
一 機械及び重要な器具で理事長の定めるもの 
二 その他理事長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるも

の 
２ 補助事業者は、補助対象事業により取得し又は効用が増加した財産について、その台帳

を設け、その管理状況を明らかにしておくとともに、補助対象事業完了後も善良な管理者

の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従った効率的運用を図らなければならない。 
 
（立ち入り検査等） 

第２６条 理事長は、補助金交付事業の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に対

して報告させ、又は関係職員にその事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査さ

せ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。 
 
（書類、帳簿等の整備及び保存） 

第２７条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整

備し、理事長の定める期間保存しなければならない。 
 

（産業財産権等に関する届出） 

第２８条 補助事業者は、補助対象事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案

権又は意匠権（以下「産業財産権」という。）を補助事業年度又は補助事業年度の終了後

５年以内に出願、若しくは取得した場合又は産業財産権を譲渡し、若しくは実施権を設定

した場合には、その旨を理事長に報告しなければならない。 

 
（財産の帰属） 

第２９条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産の帰属、使

用の方法、収益の配分などについて、あらかじめＷＧ構成員間で取り決めを行うこと。 
２ 上記にかかる紛争が生じた場合には、コンソーシアムは一切責任を持たない。 
 
（成果の発表） 

第３０条 理事長は、補助事対象業で実施した事業の成果について必要があると認めるとき

は、補助事業者に発表させることができるものとする。 

 

（雑則） 

第３１条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、別に理事

長が定める。 
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附則 

この要綱は、平成２６年９月８日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２８年５月３１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２９年３月２日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成３０年３月６日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成３１年３月２７日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和２年３月２４日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和３年３月２６日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和４年３月２４日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表１（第３条関係） 補助対象事業、要件、補助率及び補助限度額 

補助対象事業 要件 補助率 補助限度額 

ＷＧが行う次のいずれか

に該当する事業 

一 調査活動（先進事例

調査、市場調査、事業

可能性調査） 

二 研究開発及び製品

化・事業化等の活動 

三 フォローアップ事業

の活動 

四 その他、理事長が必

要と認める活動 

「岐阜県地球温暖化防止・気候変

動適応計画」（令和３年３月策定、

令和８年３月改訂）における温室

効果ガス排出抑制等に関する対策

（緩和策）の促進に向けた次のい

ずれかに該当する事業であること 
一 省エネルギー対策やエネルギ

ー利用の効率化に資する事業 
二 再生可能エネルギーの創出拡

大や地域におけるエネルギー自

給の向上に資する事業 
三 水素・アンモニア、その他新

たなエネルギー関連技術の事業

化等に資するものとして、理事

長が認める事業 

１／２ 

以内 
４００万円 

 

 

別表２（第３条関係） 補助対象経費  

経費区分 内    容 

１．調査費 先進事例調査・市場調査・事業可能性調査を実施するために直接必

要な以下の経費 

 人件費 ＷＧメンバーが研究開発等へ発展させるために必要な思索、考案、

協議（視察先での協議を含む。）、情報・資料の収集などに関する直

接作業時間に対する人件費。ただし、総括者や管理者、経理担当者

など自ら直接的に技術研究開発に従事しない者を除くほか、展示会、

視察・見学、これらに伴う移動は対象外とする。 

旅費 ＷＧメンバー自らが調査するために必要な旅費（航空機、電車、バ

ス、タクシー、ガソリン、有料道路、レンタカー、駐車場、宿泊の

費用が該当し、日当は含めない）。なお、出張報告書等を作成・保管

すること。 

消耗品費 調査に直接必要な消耗品費 

印刷製本費 調査報告書、パンフレット等の印刷製本費 

委託費 ・調査の一部を外部機関等に委託する経費 

・外部専門家から助言・提言を受けるために必要な謝金及び旅費。

なお、謝金単価の根拠、旅行経路を明確にすること。 

会議費 会場借上げ料、飲み物代 

その他 理事長が特に必要と認める経費 
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２．研究開発費 研究開発及び製品化・事業化等の活動を実施するために直接必要な

以下の経費 

 

 

人件費 ＷＧメンバーが研究開発等に必要な試作、実験、検査、分析などに

関する直接作業時間に対する人件費。ただし、総括者や管理者、経

理担当者など自ら直接的に技術研究開発に従事しない者を除く。 

旅費 ＷＧメンバーが実験、検査、打合せ等を実施するために必要な旅費

（航空機、電車、バス、タクシー、ガソリン、有料道路、レンタカ

ー、駐車場、宿泊の費用が該当し、日当は含めない）。なお、出張報

告書等を作成・保管すること。 

消耗品費 研究開発等に直接必要な原材料費及び消耗品費 

製品試作費

及び性能試

験費 

材料費、機械装置費、工具器具費、外注加工費、専門家謝金、施設

使用料、分析測定費 

委託費 ・研究開発の一部を外部機関に委託する経費。なお、委託を行う際 

には委託契約書を作成し、産業財産権等の秘密の保持等について

規定すること。 

・外部専門家から助言・提言を受けるために必要な謝金及び旅費。

なお、謝金単価の根拠、旅行経路を明確にすること。 

その他 理事長が特に必要と認める経費 

３．ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ事業

費 

過去に活動したＷＧが、得られた成果を利用し製品化、事業化に向

けた取り組みに対しする直接必要な以下の経費 

 

 

人件費 ＷＧメンバーがフォローアップの追加の研究開発や販売促進等に必

要な作業時間に対する人件費。ただし、総括者や管理者、経理担当

者など自ら直接的に従事しない者を除く。 

旅費 ＷＧメンバーが実験、検査、打合せ等を実施するために必要な旅費

（航空機、電車、バス、タクシー、ガソリン、有料道路、レンタカ

ー、駐車場、宿泊の費用が該当し、日当は含めない）。なお、出張報

告書等を作成・保管すること。 

消耗品費 追加の研究開発等に直接必要な原材料費及び消耗品費 

製品試作費

及び性能試

験費 

材料費、機械装置費、工具器具費、外注加工費、専門家謝金、施設

使用料、分析測定費 

販売促進費 ＷＧ活動で得られた成果品の事業化に向けた展示会出展費（使用料、

負担金、役務費）やチラシ及びパンフレット作成に係る印刷製本費 

委託費 成果品に関するマーケティング調査などへの委託費 

その他 理事長が特に必要と認める経費 

 

 


